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　○障害者自立支援法施行規則の規定によ
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　　関する講習の実施　　　　　　　　　（消防政策課）　　 2 

告 示

高知県告示第 1 号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第 2 項の規

定により、精神通院医療を担当する指定自立支援医療機関として

次のとおり指定した。

平成23年 1 月 4 日

                          　　　  高知県知事　尾﨑　正直　

医療機関の

名称

漢法堂薬局

医療機関の所在地

高知市鴨部三丁目 1 

−47−101号

標ぼうし

ている診

療 科 名

（担当し

ている自

立支援医

療の種類

に関係が

あ る も

の）

診療科

におい

て担当

してい

る自立

支援医

療の種

類

精神通

院医療

指定

年月

日

平成

22年

らいおん堂

薬局甲浦店

すずらん薬

局

エール薬局

百石店

くすり工房

そよかぜ薬

局

アザレ薬局

薬局清流け

ら店

らいおん堂

薬局室戸店

ちより薬局

北店

エール薬局

あき店

ＩＭＣなん

こく薬局

安芸郡東洋町甲浦

541

高知市南万々13− 8 

高知市百石町二丁目

29−13

高知市比島町三丁目

18−21

高知市北本町一丁目

 1 − 2 

高知市介良354番地

室戸市浮津48− 4 

高知市知寄町一丁目

 2 − 1 

安芸市港町二丁目 7 

−18

南国市篠原153− 6 

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 8 月

 1 日

〃

平成

22年

 9 月

 1 日

平成

22年

10月

 1 日

平成

22年

11月

 1 日

〃

〃

〃

平成

22年

12月

 1 日

〃

〃

区分

変更前

変更後

医療機関

の名称

ブルーク

ロス江ノ

口薬局

診療

科に

おい

て担

当し

てい

る自

立支

援医

療の

種類

精神

通院

医療

変更

年月

日

平成

22年

 7 月

18日

高知県告示第 2 号

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第64条の規定によ

り、次のとおり精神通院医療を担当する指定自立支援医療機関か

ら所在地の変更について届出があった。

平成23年 1 月 4 日

                          　　　　 高知県知事 尾﨑　正直

医療機関の所在地

高知市愛宕町二丁

目22− 6 

高知市愛宕町二丁

目22− 2 

標ぼう

してい

る診療

科 名

（担当

してい

る自立

支援医

療の種

類に関

係があ

る も

の）

高知県告示第 3 号

障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第

63条第 1 号の規定により、次のとおり精神通院医療を担当する指

定自立支援医療機関から業務の廃止について届出があった。

平成23年 1 月 4 日

                          　　　　高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の

名称

調剤薬局ら

いおん

医療機関の所在地

室戸市浮津50− 7 

標ぼうし

ている診

療 科 名

（担当し

ている自

立支援医

療の種類

に関係が

あ る も

の）

診療科

におい

て担当

してい

る自立

支援医

療の種

類

精神通

院医療

業務

の廃

止年

月日

平成

22年

10月

31日
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公 告

消防法（昭和23年法律第186号）第17条の10の規定により、工

事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習（以下「講習」と

いう。）を次のとおり行う。

平成23年 1 月 4 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　講習の実施日時、実施場所及び区分

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県危機管理部消防政策課

内

高知県危険物安全協会（電話番号088−823−9099）

有限会社澤

田博愛堂薬

局

香南市野市町西野

637

〃 平成

22年

12月

31日

講習の実施日及び実施場

所

平成23年 2 月 2 日（水）

高知県立人権啓発センタ

ー

平成23年 2 月 3 日（木）

〃

平成23年 2 月 4 日（金）

〃

講習の区分

消火設備

避難設備及び消

火器

警報設備

講習の実施時間

午前 9 時から午

後 5 時まで

〃

〃

 2 　講習の受講の申請手続

( 1 )　受講申請書の配布

受講申請書は、高知県危険物安全協会、高知県危機管理部

消防政策課及び県内各消防本部（消防署）で配布する。

( 2 )　受講申請書の提出先

郵便番号780−8570

高知市丸ノ内一丁目 2 番20号　高知県危機管理部消防政策

課内

高知県危険物安全協会

( 3 )　受講申請書の受付期間

受講申請書は、平成23年 1 月11日（火）から同月21日

（金）までの間に受け付ける。

( 4 )　講習の受講手数料

受講手数料として、7,000円の額に相当する高知県収入証

紙を受講申請書にはり付けて納入すること。

 3 　講習に関する問い合わせ先
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